
中間的就労推進事業

「はたらくサポートとうきょう」
について
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令和6年（2024年）1月

１ はたらくサポートとうきょう（中間的就労推進事業） とは

（２） 社会福祉法人が「はたらく場」を提供するしくみ

社会福祉法人が運営する事業所が、中間的就労の「はたらく場」を提供し、

相談支援機関等とともに「はたらきたい人」を支援するしくみとして構築。

東社協では、「はたらく場」の情報をとりまとめて相談支援機関等へ情報提

供したり、研修や実践報告会を開催したりなど、受け入れにあたってのサ

ポートをします。

はたらきたいけれど、はたらきにくい、すべての人に対して、その人に合わせ

たはたらき方を考え、はたらく場を提供し、支え、ともにはたらくことをめざす。

（１） めざすこと
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（３） 「中間的就労」とは
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受入にあたって、各事業所では「はたらく人」の仕事の切り出しをしていただきます。

●本人の精神的、知的、身体的な理由等により、一般就労が困難な方

●ひきこもり、ＤＶ被害等の事情により、長期間働いた経験がなかった方

●高齢であるが、年金以外にも収入を得て生活することを希望する方

●生活保護受給者

（４）はたらくサポートとうきょうの主な対象者（例）

（５）「はたらく人」の仕事

それぞれの職員が行っていたことをまとめて一人の仕事として切り出す
（例：シュレッダー作業、名刺作成、施設内の装飾等）

環境整備の見直し（例：清掃、植栽の水やり等）

職員の業務を分けて一部を引き継ぐ（例：シーツ交換、配膳等）

4



●都内の認定就労訓練事業所（八王子市内の事業所を除く）・・・106か所
●上記のうち、社会福祉法人の事業所・・・66か所

（令和5年11月22日現在、東京都福祉局HPより）

（６） 生活困窮者自立支援制度との関係

生活困窮者自立支援制度の枠を広げるかたちで実施

福祉事務所、母子・父子自立支援員、
若者サポートステーションなど

生
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（７） 支援のながれ
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２ 東京都地域公益活動推進協議会（東社協） の役割

（１） 「はたらく場情報」の提供

はたらく場情報
登録シート

はたらく場情報
(受入事業所一覧)

相談支援機関

はたらく場
（社会福祉法人の事業所）

東社協
(東京都地域公益活動推進協議会)

仕事内容、就労時間や日数、受け入れる
人の条件、賃金・交通費等に関する情報
を「はたらく場情報登録シート」に記入し、
東社協へ提出。（変更があれば都度更新）

各事業所から提供された情報を東社
協でとりまとめ、「はたらく場情報」とし
て、奇数月の10日前後に相談支援機
関へメールで情報提供
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●事業説明会

●就労支援担当者向け研修会

●はたらくサポートとうきょう参加事業所連絡会

●実践報告会

●就労準備支援事業従事者研修（※東京都福祉局主催）

（２）研修会や実践報告会等の開催

（３）保険の紹介

短期体験型や非雇用型１・２で受け入れる場合に、参加者のケガ
の補償や、事業所の賠償責任補償として、東社協が提供している
「行事保険制度」を受け皿とした保険をご用意しています。
詳しい保険内容などについては、取り扱い代理店の「(有)東京福祉
企画」へご相談ください。
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（４） 各種様式例の提供
雇用契約書に代わり、本人と受け
入れ事業所とで取り交わす「確認
書」の様式例です

相談支援機関と連携して、「はたらく
場」として就労希望者のアセスメントを
行うための様式例です

受入れ開始にあたり、相談支援機関
や本人と相談しながら、支援プログラ
ムを作成するための様式例です

東京都地域公益活動推進協議会
ウェブサイトからダウンロード！
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３ 「地域における公益的な取組み」 として

 改正社会福祉法では、社会福祉法人は地域における公益的な取組

みを実施する責務があると規定されています。

 東社協では、平成28年度に「東京都地域公益活動推進協議会」を立

ち上げ、さらに令和４年度から当協議会は、東社協に加入するすべて

の社会福祉法人を会員とする“オール東京”の組織体制となりました。

今後も、東京都全域の連携による取組みとして、より一層「はたらくサ

ポートとうきょう」を推進していきます。

 社会福祉法人には、本来的に「人を支えることを専門とする職員の存

在」があり、「中間的就労の場としての機能」もあると考えます。

今こそ、社会福祉法人がその力を発揮するときです。

まずは、東京都地域公益活動推進協議会事務局までご相談ください。

【事務局】東社協福祉部経営支援担当（☎03-3268-7192） 10


